
問い合わせ先

清掃業務課 ５６８−５７６３ 東部清掃事業所 ５２３−０３２２ ⻄部清掃事業所 ５４１−５４７３

対象は食品・飲料用の缶とびん、ペットフード缶

ふたは必ず外してください！

ペットフード缶食品用の缶・びん飲料用の缶・びん

コルク・木製は

燃やせるごみ

プラスチック製は

資源プラ

金属製は

燃やせないごみ

注意
化粧品・薬・油のびん等は出せません

（燃やせないごみとして排出）



・乾電池・ボタン電池・コイン電池

・自動車用バッテリー・二輪車用バッテリー

・電動アシスト自転車用バッテリー

◎回収対象品目

・小型充電式電池（リチウムイオン電池）

・モバイルバッテリー

・加熱式タバコ・電子タバコ

※充電式電池は、端子部分にビニールテープ

等を貼るなど絶縁をしてください。

資源プラに混入したリチウムイオン電池内蔵製品（加熱式たば

こ等）の発火が原因で、リサイクル処理施設内での火災が増加

しています！！

小型充電式電池等の処分方法

・本庁舎、各支所、各公民館等の14ヵ所に回収ボックスを設置

しています。

入れてはいけないもの 注意


